
令和４年度 事業計画

自 令和４年 ４月 １日

至 令和５年 ３月３１日

事業活動の理念

平成２５年４月１日に公益認定を受け、１０年度目となる公益社団法人高鍋西都法人会

(以下「当法人会」という。)は、平成２７年３月に公益財団法人全国法人会総連合（以下

「全法連」という。）で制定された「法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展

を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体である」の新た

な理念の下、全法連・一般社団法人宮崎県法人会連合会（以下「県連」という。）・高鍋税

務署、税理士会等の関係機関の指導・支援を得ながら、定款の「税知識の普及、納税意識

の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持

・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢

献することを目的とする。」により、事業活動を積極的に展開する。

なお、新型コロナ感染症が終息するまでの事業実施においては密を避け、マスク着用、

検温、手指消毒、換気対策等の新型コロナ感染防止対策を徹底し実施する。

また、「税の啓発活動」・「経営支援活動」・「社会貢献活動」の各事業活動を通じて、「地

域に貢献し魅力ある法人会」を目指し、税のオピニオンリ－ダ－として、法人会組織基盤

の確立に努めることを目的に、今年度は前年度の内容を継続して次のとおり計画する。

Ｉ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業

（事業分類：公益目的事業１）
１ 税知識の普及を目的とする事業（事業分類：公益目的事業１－１）

（１）税制改正説明及び税務研修会

講師を高鍋税務署各部門担当官に依頼し、税法改正に伴う留意点の説明、また

様々な税の研修テ－マを取り上げ、税に関する理解と知識を深めるとともに正し

い税知識の習得を目的に、会員及び一般市民も参加できる研修会を開催する。

（２）租税教室の開催

当法人会青年部会員が講師となり、高鍋税務署管内の主に小学校６年生を対象

に、テキスト、ＤＶＤ等を使って身近な税金の種類やその仕組みについて子供の

時から関心をもつようにわかりやすく説明を行い、税の大切さや意義を学んでも

らう租税教室を開催する。

（３）青年部会税務研修会

講師を高鍋税務署各部門担当官や税理士に依頼し、青年部会会員及び一般市民

を対象に地域企業の健全な発展を目的として、税務・会計・経営等について必要

なテ－マを選定し実施する。

（４）女性部会税務研修会

講師を高鍋税務署各部門担当官に依頼し、高鍋税務署管内の女性経営者及び一

般市民を対象に、様々な税を研修のテ－マに取り上げ、税に関する理解と知識を

深めるとともに、正しい税知識を身につけることを目的とした研修会を実施する。

（５）税に関する絵はがきコンクール

高鍋税務署管内で各関係機関が租税教室を開催した、主に小学校６年生を対象

に、税に対する関心と理解を目的に「税に関する絵はがき」を募集し、優秀作品

は県内法人会審査を経て、全法連が実施するコンク－ルに出展する。



２ 納税意識の高揚を目的とする事業（事業分類：公益目的事業１－２）

（１）「税を考える週間」の広報活動

毎年１１月１１日から１７日に実施される「税を考える週間」に因んで、税の

使途を明示した全法連作成の税の啓発用小冊子を、主に小学校６年生を対象に配

布し、税についての理解と意識啓発を促すことを目的としている。また、税理士

会との共催による税の無料相談会等を実施して、税の啓発高揚を図る。

（２）ホームページ並びに広報誌による税情報等の発信

会員及び一般市民を対象に、ホ－ムペ－ジで各種の研修会、セミナーの開催要

領を掲載するとともに、さらに詳しい税情報の提供を得るため国税庁及び全法連

のホ－ムペ－ジヘリンクしている。そのほか全法連の発行する広報誌「ほうじん」

を年間４回に分けて配布を行う。

３ 税制及び税法に関する調査並びに提言に関する事業

（事業分類：公益目的事業１－３）

（１）税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出

全法連では、毎年、全国の中小企業の租税負担の軽減と合理・簡素化及び適正

公平な課税、税制・税務に関する提言を行うため、全国各法人会の会員から税制

に関する要望意見を取りまとめて税制改正の提言を決議し、法人会全国大会で公

表後、関係機関等に対して要望活動を行うこととしており、当法人会においては

決議された要望事項を地元地方自治体等に対し行う。

（２）全国青年の集い

全国の青年経営者及び一般市民が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展

等、法人会の目的を達成するための情報交換、意見交換並びに議論を行う。租税

教育や教育問題等に対し、創意工夫に富んだ事例発表から、ノウハウや解決すべ

き実施上の問題点を学び、今後の活動に活かす目的で開催され、当法人会からも

代表が参加する。

（３）全国女性フォーラム

全国の女性経営者及び一般市民が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展

等、法人会の目的を達成するための情報交換、意見交換並びに議論を行う。租税

教育や教育問題等に対し、創意工夫に富んだ事例発表から、ノウハウや解決すべ

き実施上の問題点を学び、今後の活動に活かす目的で開催され、当法人会からも

代表が参加する。

Ⅱ 地域社会への貢献を目的とする事業

（事業分類：公益目的事業２）
１ 地域社会への貢献を目的とする事業（事業分類：公益目的事業２－１）

（１）経済・経営・災害・健康問題に関する研修会･講演事業

講師を専門的知識を有する方に依頼し、会員をはじめ広く一般の企業及び一般

市民を対象として、経済・経営・災害問題や健康維持増進等をテ－マとした講演

会・講習会を開催する。また、当法人会のホ－ムペ－ジからインタ－ネットでセ

ミナ－受講ができるオンデマンドサ－ビスを開設している。

（２）献血運動

日本赤十字社・宮崎県赤十字血液センタ－と協力して、会員及び一般市民に献

血の必要性を訴え、継続して活動を行っていく。

（３）環境活動

全法連女性部会連絡協議会では「いちご(１５)プロジェクト」としてネーミン



グし、使用電力１５パーセント削減を目標に節電の協力を呼び掛けている。当法

人会でもその活動と連携し、今年度もこの「節電のお願い」についてのチラシ及

びうちわの配布、ホ－ムペ－ジに記事の掲載等の広報活動を行ないながら、会員

企業だけでなく一般市民にも広く節電協力を呼び掛けていく。

（４）地域イベントへの参加

地域貢献活動や各地域のイベント主催者と連携、協力して参画し、その会場内

で税金クイズ等を実施し、元気な地域づくりを目指す活動に協力をしていく。

（５）寄付・寄贈事業

社会貢献事業の一環として、地方公共団体・非営利団体・公共施設等への寄付・

寄贈を行なう。

Ⅲ 会員支援事業

（事業分類：その他の事業１）
１ 会員の福利厚生に資する事業（事業分類：その他の事業１－１）

（１）経営者大型保障制度の普及推進

当該制度は、経営者や従業員の病気・事故による死亡・高度障害・入院等、国内

外を問わず保障する保険で、大同生命保険株式会社・ＡＩＧ損害保険会社と提携し

て全法連が行うものである。当法人会は、地域企業の福利厚生の充実と経営の安定

化のため普及推進に努める。

（２）経営保全プランの普及推進

当該制度は、企業の様々なリスクをサポートする「総合事業者保険（スマートプ

ロテクト）、「業務災害総合保険（アットワークハイパー任意労災）」、「企業財産保

険（プロパティーガード）」、「事業総合賠償責任保険（ＳＴＡＲｓ）」等からなる保

険で、ＡＩＧ損害保険会社と提携して全法連が行うものである。当法人会は、地域

企業の福利厚生制度の充実と経営の安定化のため、この普及推進に努める。

（３）がん保険制度の普及推進

当該制度は、「生きるためのがん保険（Ｄａｙｓ）」、「医療保険（新ＥＶＥＲ）」、

「死亡保険（ＷＡＹＳ）」からなる保険で、アフラックと提携して全法連が行う

ものである。また、平成２５年１２月から大同生命保険株式会社も取り扱うこと

となった。当法人会は、地域企業の福利厚生制度の充実と経営の安定化のため、

この普及推進に努める。

２ 会員の交流に資する事業（事業分類：その他の事業１－２）

（１）支部及び青年部会及び女性部会の企業交流会

各支部及び青年部会及び女性部会では、それぞれ支部の活動、税務・経営研修、

会員増強策等の協議を行い、終了後それぞれの所属する会員の交流を深めること

を目的に異業種間交流を行う。

（２）地域経済・社会の改善に資するための事業

当法人会会員、一般市民を対象としたチャリティ－ゴルフ大会を開催し、ゴル

フ参加者の募金と当法人会からの寄贈分を、高鍋税務署管内の各市町村社会福祉

協議会へ寄附を行う。

（３）その他本会の目的を達成するための必要な事業

当会のホームペ－ジ等を活用して、税理士会、商工会議所･商工会や地域社会

貢献に取り組んでいるＮＰＯ法人や各種団体との交流を行い、活動内容を広く紹

介するとともに協力を行う。


